
   伊勢原市入札制度検討委員会の設置及び運営に関する要綱 

 （設置） 

第１条 公共事業の入札制度に関し、事業の適正かつ効率的な執行を確保するた

め、伊勢原市入札制度検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、入札制度に関する現状分析及び

改善策について検討を行う。 

 （組織） 

第３条 委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。 

(1) 委員長に総務部長を、副委員長に企画部長をもって充てる。 

(2) 委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 （委員会） 

第４条 委員会は、委員長が招集し会議を主宰する。 

 （幹事） 

第５条 委員会に幹事を置く。 

(1) 幹事は別表第２に掲げる職にある者を充て、代表幹事は委員長が幹事の中

から指名する。 

(2) 幹事は、委員長の命を受け、第２条の所掌事務について検討を行う。 

 （報告） 

第６条 委員会で検討した事項は、市長に報告するものとする。 

 （事務局） 

第７条 委員会の事務局を契約主管課に置く。 

 （雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、昭和５７年４月８日から施行する。 

   附 則(昭和５８年４月２８日訓令第７号) 

この訓令は、公表の日から施行する。 

   附 則(平成５年４月１日告示第３８号) 

この訓令は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則(平成９年３月３１日訓令第３号) 

この訓令は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則(平成１２年４月１日訓令第１号) 

この訓令は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則(平成１３年３月３０日訓令第２号) 



この訓令は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則(平成１４年３月２８日訓令第２号) 

この訓令は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則(平成１７年３月３０日訓令第２号) 

この訓令は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則(平成１９年３月２８日訓令第１０号) 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則(平成２３年３月２９日訓令第２号) 

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則(平成２４年３月３０日訓令第３号) 

この訓令は、平成２４年４月 1 日から施行する。 

   附 則(平成２５年３月２８日訓令第１号) 

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則(平成２７年３月３１日訓令第４号) 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則(平成２９年３月３０日訓令第２号) 

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則(平成３０年１月５日訓令第１号) 

この訓令は、平成３０年１月１０日から施行する。 

   附 則（令和３年３月２９日訓令第３号） 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 



 別表第１（第３条関係） 

   総務部長 

   企画部長 

   経済環境部長 

   都市部長 

   土木部長 

   教育部長 

 

 別表第２（第５条関係） 

   財政課長 

   契約検査担当課長 

   農林整備担当課長 

   建築住宅課長 

   道路整備課長 

   下水道整備課長 

   下水道施設担当課長 

   教育総務課長 


